
東京都ギャンブル等依存症対策推進計画　実施状況一覧【東京都・関係機関・事業者】

1
・高等学校において、学習指導要領に基づき、精神疾患に関する内容

において、キャンブル等への過剰な参加が及ぼす健康への影響に関す

る授業を実施

・高等学校において、学習指導要領に基づき、精神疾患に関する内容

において、キャンブル等への過剰な参加が及ぼす健康への影響に関す

る授業を実施

・高等学校保健体育科主任連絡協議会において、オンラインカジノを

例に取り上げるなど、ギャンブル等依存症の予防に関する内容につい

て周知

教育庁指導部

2
文部科学省等が作成したギャンブル等依存症に関する啓発資料や福祉

局が実施する依存症支援者研修について、都内私立学校に周知した。

文部科学省等が作成したギャンブル等依存症に関する啓発資料や福祉

局が実施する依存症支援者研修について、都内私立学校に周知した。
生活文化局

3

・東京都依存症対策普及啓発フォーラムを開催するほか、家族講座等

のグループワークを実施する等、依存症に関する正しい知識の普及啓

発を図った。

（東京都依存症対策普及啓発フォーラム）

　開催日：令和６年11月26日

　参加人数：449名（会場208名、オンライン241名）

（リーフレット）

　リーフレットを活用し、ＨＰ等で情報発信を実施

『「依存症」についてもっと知ろう　依存症は回復できる病気です』

ほか

・東京都依存症対策普及啓発フォーラムを開催するほか、家族講座等

のグループワークを実施する等、依存症に関する正しい知識の普及啓

発を図った。

（東京都依存症対策普及啓発フォーラム）

　開催日：令和７年10月１日

　参加人数：480名（会場183名、オンライン297名）

（リーフレット）

　リーフレットを活用し、ＨＰ等で情報発信を実施

『「依存症」についてもっと知ろう　依存症は回復できる病気です』

ほか

（ギャンブル等依存症問題啓発週間）

・動画や画像などのコンテンツを活用しなどして、インターネット広

告を行った。

・都内3か所において、民間団体と連携し、特別相談会を行った。

福祉局

障害者施策推進部

4

　アセスメントの結果、犯罪・非行の要因や背景にギャンブルへの依

存や沈溺が認められた保護観察対象者等に対して、その特性を踏ま

え、ギャンブル依存等となったきっかけや生活環境に焦点を当てた処

遇を実施した。(令和６年度に東京保護観察所(本庁・支部)で新規に受

理したギャンブル類型対象者：１３１名)

　アセスメントの結果、犯罪・非行の要因や背景にギャンブルへの依

存や沈溺が認められた保護観察対象者等に対して、その特性を踏ま

え、ギャンブル依存等となったきっかけや生活環境に焦点を当てた処

遇を実施した。(令和７年度（12月末まで）に東京保護観察所(本庁・

支部)で新規に受理したギャンブル類型対象者：９７名)

東京保護観察所

5

〇東京都消費生活総合センターで受け付けた

　相談件数　28,126件

・多重債務に関する相談件数　468件

・東京モデル活用件数　53件

〇東京都消費生活総合センターで受け付けた

　相談件数（9月末日時点）　14,798件

・多重債務に関する相談件数（9月末日時点）　234件

・東京モデル活用件数（9月末日時点）　19件

生活文化局

6
〇多重債務110番　年2回（各2日）実施

・9月2日、3日　42件

・3月3日、4日　49件

〇多重債務110番　年2回（各2日）実施

・9月1日、2日　56件
生活文化局

No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管

予防教育・普及啓発 予防教育

・高等学校において、学習指導要領に基づき、精

神疾患に関する内容において、キャンブル等への

過剰な参加が及ぼす健康への影響に関する理解を

図る教育を推進する。

・引き続き、高等学校において、学習指導要領に基づき、

精神疾患に関する内容において、キャンブル等への過剰な

参加が及ぼす健康への影響に関する授業の実施を推進す

る。

令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

予防教育・普及啓発
ギャンブル等依存症に関す

る啓発用資料周知

文部科学省等が作成したギャンブル等依存症に関

する啓発用資料等について、都内私立学校に周知

する。

引き続き、文部科学省等が作成するギャンブル等依存症に

関する啓発用資料等について、都内私立学校に周知する。

予防教育・普及啓発
依存症対策の推進

（普及啓発・情報提供等）

・ギャンブル等関連問題について、正しい知識の

普及啓発を実施する。

・引き続き依存症対策フォーラムを開催する等、ギャンブ

ル等関連問題に関する正しい知識の普及に向けた取組を推

進していく。

・依存症に関わる情報を一元化して発信するポータルサイ

トを活用し、依存症に対する理解促進等を図る。

・特別相談「多重債務110番」について、継続して実施し

ていくとともに、特別相談に際しては、引き続き精神保健

福祉士を配置し必要なカウンセリングを行うことができる

体制をとっていく。また、特別相談に係る広報展開を強化

していく。

相談・治療・回復支援
ギャンブル依存等に関する

相談支援等

　犯罪・非行の要因や背景にギャンブルへの依存

や沈溺が認められる保護観察対象者等に対して、

その特性を踏まえ、ギャンブルへの嗜癖を改善す

るために必要な指導助言を実施する。

　引き続き、犯罪・非行の要因や背景にギャンブルへの依

存や沈溺が認められる保護観察対象者等に対しては、その

特性を踏まえた指導助言を実施する。

相談・治療・回復支援

消費生活相談への的確な対

応の確保

（消費生活センターの設

置）

・専門の消費生活相談員が、都民の消費生活に係

る相談（多重債務に関する相談を含む。）を受け

付け、トラブル解決のための助言、あっせん及び

情報提供等を行う。

・多重債務に関する相談に対応するため、法律専

門家や生活再建窓口等に相談者をつなぐ多重債務

相談「東京モデル」を実施する。

・専門の消費生活相談員による都民の消費生活に係る相談

対応（多重債務に関する相談を含む。）に継続して取り組

むとともに、相談者と法律専門家や生活再建窓口等をつな

ぐ多重債務相談「東京モデル」を着実に推進していく。

相談・治療・回復支援

消費生活相談への的確な対

応の確保

（多重債務特別相談の実

施）

・東京都、都内区市町の消費生活センター及び法

律専門相談窓口等と連携して、年2回（9月・3

月）、各2日間の特別相談「多重債務110番」を実

施し、債務整理等についての助言を行う。

・特別相談の実施に際しては、精神保健福祉士を

配置し、心の病気やギャンブル依存症等に起因す

るトラブルを抱える相談者には、必要に応じてカ

ウンセリングを行う。

資料３
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No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

7
◆実施：基礎編（講義・演習）各１回・応用編１回

◆参加人数：基礎編（講義106名、演習54名）計160名・応用編35名

◆実施：基礎編（講義・演習）各１回

◆参加人数：基礎編（講義84名、演習52名）計136名
生活文化局

8 相談件数　33,064件 相談件数　20,659件（令和７年11月末現在） 生活文化局

・保健所において、当事者・家族等への支援を行うほか、平成31年４

月より、都立（総合）精神保健福祉センターを依存症相談拠点に設定

し、ホームページ等を通じて広く周知を図るとともに、専門の相談員

による相談の実施等、依存症対策に関する取組を実施している。

【依存症相談拠点での主な取組】

（依存症専門相談支援）電話・面接等による相談を実施

　相談件数：3,708件

　※相談件数にはアルコール依存症等も含む

・保健所において、当事者・家族等への支援を行うほか、平成31年４

月より、都立（総合）精神保健福祉センターを依存症相談拠点に設定

し、ホームページ等を通じて広く周知を図るとともに、専門の相談員

による相談の実施等、依存症対策に関する取組を実施している。

【依存症相談拠点での主な取組】

（依存症専門相談支援）電話・面接等による相談を実施

・電話相談に抵抗のある若者をはじめとして、より多くの方が相談に

アクセスできるよう、こころのLINE相談を開設した。

（研修）区市町村や民間支援団体等における相談支援に従事する者を

対象とした研修を実施

（連携会議運営）医療機関、保健所、区市町村等の依存症者を支援す

る関係機関による連携会議を各センターにおいて開催

・中部総合精神保健福祉センター　令和７年２月４日開催

・多摩総合精神保健福祉センター　令和６年11月22日開催

・都立精神保健福祉センター　　令和６年９月２日開催

（研修）区市町村や民間支援団体等における相談支援に従事する者を

対象とした研修を実施

（連携会議運営）医療機関、保健所、区市町村等の依存症者を支援す

る関係機関による連携会議を各センターにおいて開催

・中部総合精神保健福祉センター　令和７年９月１日開催

・多摩総合精神保健福祉センター　令和７年12月19日開催

・都立精神保健福祉センター　令和７年10月31日開催

相談・治療・回復支援 区市町村相談員養成講座

◆事業の目的

男女平等参画センター等における相談・支援に関

わる相談員等を対象とし、相談の専門的知識の提

供や実践的なトレーニングを行うことで、相談支

援の知識や技術の向上を図る。

◆規模

・年２回（基礎編・応用編）実施

・定員約４０~８０名程度

◆対象者

男女平等参画センター等相談員・職員、区市町村

福祉・相談担当部署の相談員・事務職・管理職、

養護教諭等

・引き続き区市町村相談員養成講座を実施し、相談支援の

知識や技術の向上を図っていく。

9 相談・治療・回復支援 依存症に関する相談支援等

・地域における相談窓口である保健所において、

当事者・家族等への支援を実施する。

・都立（総合）精神保健福祉センターを依存症相

談拠点と位置づけ、依存症対策の取組を推進す

る。

・引き続き地域の相談窓口及び依存症相談拠点等におい

て、ギャンブル等依存症等に関する相談支援等の取組を推

進していく。

福祉局

障害者施策推進部

相談・治療・回復支援 相談事業

ア　一般相談（電話及び面接）

DV・結婚・離婚・人間関係やセクハラの被害な

ど、さまざまな悩みに専門相談員が対応し、相談

者自ら問題解決の糸口を見つけ、個々の価値観に

基づいて自分らしい生活を築けるよう支援してい

る。

イ　特別相談

①法律相談（面接相談）

法律専門知識を必要とする相談について、女性弁

護士が相談対応を行っている。

②精神科医師による面接相談

精神科医師による医学的、心理学的指導の実施

③男性相談（電話及び面接）

男女平等参画推進を目的に、男性が抱える悩みに

ついて問題解決のための相談を実施している。

・引き続き相談の中でギャンブル等の依存が認められる

ケースは、適切な機関につなげるよう案内していく。
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No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

10

・都立（総合）精神保健福祉センターにおいて、回復支援の専門プロ

グラムを実施するとともに、医療機関や民間支援団体等の関係機関の

情報を提供し、当事者への支援を行った。

（回復プログラム実施状況）

・172回（※ギャンブル等以外も含む）

・都立（総合）精神保健福祉センターにおいて、回復支援の専門プロ

グラムを実施するとともに、医療機関や民間支援団体等の関係機関の

情報を提供し、当事者への支援を行った。

（回復プログラム実施状況）

・未集計（※ギャンブル等以外も含む）

福祉局

障害者施策推進部

11

・東京都依存症専門医療機関を選定

　アルコール：９医療機関

　薬物：３医療機関

　ギャンブル等：２医療機関

・依存症治療拠点機関（烏山病院）において、次の事業を実施

　・医療従事者向け研修

　・医療機関向け連携会議

　・受診後の患者支援事業

・東京都依存症専門医療機関を選定

　アルコール：10医療機関

　薬物：３医療機関

　ギャンブル等：２医療機関

・依存症治療拠点機関（烏山病院）において、次の事業を実施

　医療従事者向け研修

　医療機関向け連携会議、受診後の患者支援事業

・依存症専門医療機関（よしの病院）において、次の事業を実施

　医療機関向け連携会議、受診後の患者支援事業

福祉局

障害者施策推進部

12

・都立（総合）精神保健福祉センターにおいて、区市町村や民間支援

団体等における相談支援に従事する者を対象とした研修を実施

・令和３年度からは依存症対策総合支援事業に基づく「依存症支援者

研修事業」として、依存症に関する基本的な概要や支援に関する知識

の伝達を目的とした「地域生活支援研修」と、相談支援経験のある関

係機関職員のスキルアップを目的とした「依存症相談対応研修」も実

施

（主な開催状況）

　・中部総合精神保健福祉センター

　　12月、1月開催  依存症相談対応研修（参加者：計54名）

　　８月開催　地域生活支援研修（参加者：279名）

   ・多摩総合精神保健福祉センター

　　12月開催　地域生活支援研修（参加者：162名）

   ・精神保健福祉センター

　　１月開催　地域生活支援研修（参加者：186名）

※アルコール依存症等も含む。

・都立（総合）精神保健福祉センターにおいて、区市町村や民間支援

団体等における相談支援に従事する者を対象とした研修を実施

・令和３年度からは依存症対策総合支援事業に基づく「依存症支援者

研修事業」として、依存症に関する基本的な概要や支援に関する知識

の伝達を目的とした「地域生活支援研修」と、相談支援経験のある関

係機関職員のスキルアップを目的とした「依存症相談対応研修」も実

施

（主な開催状況）

　・中部総合精神保健福祉センター

　　依存症相談対応研修、地域生活支援研修

   ・多摩総合精神保健福祉センター

　   地域生活支援研修

   ・精神保健福祉センター

　　地域生活支援研修

※アルコール依存症等も含む。

福祉局

障害者施策推進部

13
・各種調査等を通じて東京都ギャンブル等依存症対策推進計画に関連

する現状、計画の進捗状況等の把握に努めた。

・各種調査等を通じて東京都ギャンブル等依存症対策推進計画に関連

する現状、計画の進捗状況等の把握に努めた。

福祉局

障害者施策推進部

相談・治療・回復支援
依存症対策の推進

（治療・回復支援等）

・回復支援の専門プログラムを実施するととも

に、地域における支援機関等の情報を提供する。

・引き続き回復支援の専門プログラム等を実施し、当事者

への支援を推進していく。

相談・治療・回復支援
依存症対策の推進

（専門医療機関等の選定）

・ギャンブル等依存症に対する適切な医療を提供

できる専門医療機関及び都全域の核となる治療拠

点機関を選定する。

・依存症専門医療機関の拡充や依存症治療拠点機関の選定

に向け、引き続き取組を進めていく。

依存症対策の基盤整備
依存症対策の推進

（支援者研修）

・ギャンブル等依存症を有する者やその家族等に

相談支援を行う者を対象とした研修を実施する。

・引き続き相談支援等に従事する者を対象とした研修を実

施し、依存症対策の推進を図っていく。

依存症対策の基盤整備
依存症対策の推進

（計画の進行管理）

・ギャンブル等依存症の状況等について把握を行

う。

・引き続き各種調査等からギャンブル等依存症に関する現

状を把握し、計画の進行管理を行っていく。

3



No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

同左 同左 特別区競馬組合

同左 同左 特別区競馬組合

同左 同左 特別区競馬組合

本人申告、家族申告による入場制限（本場：０人　場外：２人）

インターネット投票へのアクセス制限（のべ　310件）

本人申告、家族申告による入場制限（本場：０人　場外：２人）

インターネット投票へのアクセス制限（のべ　205件）
特別区競馬組合

場内テレビ、場内放送及び警備員による声掛け、年齢確認の徹底

（令和６年度：70件）

場内テレビ、場内放送及び警備員による声掛け、年齢確認の徹底

（令和７年度：59件）
特別区競馬組合

同左 同左 特別区競馬組合

同左 同左 特別区競馬組合

公営競技カウンセリングセンターの周知（相談件数［新規・継続］：

607件　電話、Web（キャンセル分含む））

早期発見、早期予防につなげるセルフチェッカーの活用。

公営競技カウンセリングセンターの周知（相談件数［新規・継続］：

312件　電話、Web（キャンセル分含む））※11月末現在

早期発見、早期予防につなげるセルフチェッカーの活用。

特別区競馬組合

17
ギャンブル依存症講習会（対面形式）

e-ラーニングによる研修（全職員対象）
３月にギャンブル依存症講習会（対面形式）を実施予定 特別区競馬組合

14 関係事業者の取組
広告・宣伝・普及啓発等の

取組

ホームページ、ポスター等

取組みを継続実施する

【参考】令和６年６月よりAI顔認証システムを一部

導入

インターネット投票における購入限度額

取組みを継続実施する

TVCM・インターネット 取組みを継続実施する

ギャンブル等依存症問題啓発週間 取組みを継続実施する

取組みを継続実施する

関係事業者の取組 体制の整備 職員向け研修 取組みを継続実施する

取組みを継続実施する

16 関係事業者の取組 相談・治療につなげる取組

相談窓口の設置 取組みを継続実施する

TCKホームページにおける周知

15 関係事業者の取組
入場制限・アクセス制限等

の取組

競馬場、場外発売所への入場制限

インターネット投票へのアクセス制限

取組みを継続実施する

【参考】令和６年６月よりAI顔認証システムを一部

導入

20歳未満の者による購入防止

4



No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

18

ホームページ（「車券購入にのめり込んでしまう不安のある方へ」）

や場内の啓発ポスター、ステッカー、場内映像を通じて、ギャンブル

等依存症の相談窓口や、２０歳未満の者の購入防止等に関する啓発を

実施

ホームページ（「車券購入にのめり込んでしまう不安のある方へ」）

や場内の啓発ポスター、ステッカー、場内映像を通じて、ギャンブル

等依存症の相談窓口や、２０歳未満の者の購入防止等に関する啓発を

実施

立川市公営競技事業部

19
本人申告及び家族申告による競輪場・場外発売場への入場制限、イン

ターネット投票のアクセス制限を実施

自己申告0件、家族申告０件

本人申告及び家族申告による競輪場・場外発売場への入場制限、イン

ターネット投票のアクセス制限を実施

自己申告0件、家族申告０件

立川市公営競技事業部

20

インターネット投票サイトにおいて、本人からの申請に基づく購入限

度額やアクセス制限を設定

アクセス制限延人数763人

※競輪業界全体の人数

インターネット投票サイトにおいて、本人からの申請に基づく購入限

度額やアクセス制限を設定

アクセス制限延人数580人（令和7年11月30日現在）

※競輪業界全体の人数

立川市公営競技事業部

21

場内のファン相談室に、ギャンブル依存症お問い合わせ窓口を設置

し、必要に応じて公営ギャンブル依存症カウンセリングセンターや精

神保健福祉センター等も紹介

実績0件

場内のファン相談室に、ギャンブル依存症お問い合わせ窓口を設置

し、必要に応じて公営ギャンブル依存症カウンセリングセンターや精

神保健福祉センター等も紹介

実績0件

立川市公営競技事業部

22 実施実績なし 実施実績なし 立川市公営競技事業部

R7.2.28実施（WEB）（競輪・オートレース合同）

参加者数180名
R8.1.21実施予定 立川市公営競技事業部

R8.2.1から実施

・逓増制などゲーム性や競争性を伴うポイント付与の禁止

・友達紹介ポイントの禁止

・適正な還元率に伴う付与

・適正なキャンペーンの実施

立川市公営競技事業部

関係事業者の取組
広告・宣伝・普及啓発等の

取組

・ホームページ（「車券購入にのめり込んでしま

う不安のある方へ」）や場内の啓発ポスター、ス

テッカー、ＳＮＳ等を通じて、ギャンブル等依存

症の相談窓口や、２０歳未満の者の購入防止等に

関する啓発を実施する。

引き続きホームページや場内の啓発ポスター、ステッカー

等を通じて、ギャンブル等依存症の相談窓口や、２０歳未

満の者の購入防止等に関する啓発を継続する。

関係事業者の取組 アクセス制限等の取組

本人申告及び家族申告による競輪場・場外発売場

への入場制限、インターネット投票のアクセス制

限を実施する。

引き続き本人申告及び家族申告による競輪場・場外発売場

への入場制限、インターネット投票のアクセス制限を実施

する。

関係事業者の取組 アクセス制限等の取組
インターネット投票サイトにおいて、本人からの

申請に基づく購入限度額を設定する。

インターネット投票サイトにおいて、本人からの申請に基

づく購入限度額やアクセス制限を設定する。

関係事業者の取組 相談・治療につなげる取組

場内のファン相談室に、ギャンブル依存症お問い

合わせ窓口を設置し、必要に応じて公営ギャンブ

ル依存症カウンセリングセンターや精神保健福祉

センター等も紹介する。

引き続き場内のファン相談室に、ギャンブル依存症お問い

合わせ窓口を設置し、必要に応じて公営ギャンブル依存症

カウンセリングセンターや精神保健福祉センター等も紹介

する。

関係事業者の取組
広告・宣伝・普及啓発等の

取組

関係団体と連携し、競輪場内でブースを設置し、

来場者に直接周知啓発を行う。

引き続き民間団体と連携し競輪場内で来場者に周知啓発を

実施予定

関係事業者の取組 体制の整備 施行者職員・民間ポータル事業者向け研修 取り組みを継続実施する

関係事業者の取組 体制の整備 公営競技におけるポイント制度の見直し

5



No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

23

モーターボート競走関係団体では、全国公営競技施行者連絡協議会で

作成した指針を基に、過度に射幸心を煽る内容をとしないことや、２

０歳未満の投票券の購入禁止、のめり込みを防止し、節度ある購入を

促すなどの配慮を行うことを含めた広告・宣伝の指針を策定し運用し

ている。

モーターボート競走関係団体では、全国公営競技施行者連絡協議会で

作成した指針を基に、過度に射幸心を煽る内容をとしないことや、２

０歳未満の投票券の購入禁止、のめり込みを防止し、節度ある購入を

促すなどの配慮を行うことを含めた広告・宣伝の指針を策定し運用し

ている。

モーターボート競走関係

団体（東京都六市競艇事

業組合）

24

モーターボート競走関係団体は、SNS等インターネットをはじめ、各

種媒体を効果的に活用したギャンブル等依存症に関する普及啓発活動

を実施

・啓発ポスターや開催告知ポスター、テレビCM、出走表、舟券販売

機、ホームページ等において、注意喚起を実施

・記載台等への注意喚起の掲示等、競走場等ホームページやインター

ネット投票サイトでの（一財）ギャンブル依存症予防回復支援セン

ターのサポートコール等の相談窓口案内やリーフレット配布等を実施

・（一財）ギャンブル依存症予防回復支援センターでは、ギャンブル

等依存症に関する知識の普及啓発のため作成したリーフレット及びマ

ンガによる啓発活動、SNS等に広告を展開し、依存症の正しい情報の

周知や相談窓口（サポートコール）へ繋がるよう促している。

モーターボート競走関係団体は、SNS等インターネットをはじめ、各

種媒体を効果的に活用したギャンブル等依存症に関する普及啓発活動

を実施

・啓発ポスターや開催告知ポスター、テレビCM、出走表、舟券販売

機、ホームページ等において、注意喚起を実施

・記載台等への注意喚起の掲示等、競走場等ホームページやインター

ネット投票サイトでの（一財）ギャンブル依存症予防回復支援セン

ターのサポートコール等の相談窓口案内やリーフレット配布等を実施

・（一財）ギャンブル依存症予防回復支援センターでは、ギャンブル

等依存症に関する知識の普及啓発のため作成したリーフレット及びマ

ンガによる啓発活動、SNS等に広告を展開し、依存症の正しい情報の

周知や相談窓口（サポートコール）へ繋がるよう促している。

モーターボート競走関係

団体（東京都六市競艇事

業組合）

25

モーターボート競走施行者等は、本人・家族申告によるアクセス制

限、20歳未満の者の購入禁止強化のための警備員の配置・巡回、イン

ターネット等での20歳未満の者の購入禁止・購入限度額制限等の周知

を実施。

また、顔認証システム等を用いたアクセス制限の手法について調査を

実施。

・20歳未満の者の購入防止のため、場内放送、モニター映像、ホーム

ページ、出走表、等による啓発活動および警備員の配置・巡回等によ

る注意喚起の実施

・本人・家族申告による入場制限、インターネット投票アクセス制限

を実施

・本人申請によるインターネット投票の購入限度額設定

・競走場・場外発売場ATM設置なし

モーターボート競走施行者等は、本人・家族申告によるアクセス制

限、20歳未満の者の購入禁止強化のための警備員の配置・巡回、イン

ターネット等での20歳未満の者の購入禁止・購入限度額制限等の周知

を実施。

また、顔認証システム等を用いたアクセス制限の手法について調査を

実施。

・20歳未満の者の購入防止のため、場内放送、モニター映像、ホーム

ページ、出走表、等による啓発活動および警備員の配置・巡回等によ

る注意喚起の実施

・本人・家族申告による入場制限、インターネット投票アクセス制限

を実施

・本人申請によるインターネット投票の購入限度額設定

・競走場・場外発売場ATM設置なし

モーターボート競走関係

団体（東京都六市競艇事

業組合）

26

モーターボート競走関係団体では、ギャンブル等依存症についての専

門的な相談対応、予防回復支援を行うことを目的として、（一財）

ギャンブル依存症予防回復支援センターを設置している。

　支援センターでは、365日24時間無料のコールセンターの運営、民

間回復支援施設や医療機関の紹介、司法書士による無料相談、カウン

セリング、民間回復支援施設や医療機関の初診料を含む３回までの費

用等の支援を実施している。

・競走場等におけるポスター、リーフレット、ホームページ、SNS等

により支援センターが運用しているサポートコールを周知

・競走場に相談窓口を設置し、問い合わせ窓口等を周知

・全国公営協議施行者連絡協議会のセルフチェックツールを周知

モーターボート競走関係団体では、ギャンブル等依存症についての専

門的な相談対応、予防回復支援を行うことを目的として、（一財）

ギャンブル依存症予防回復支援センターを設置している。

　支援センターでは、365日24時間無料のコールセンターの運営、民

間回復支援施設や医療機関の紹介、司法書士による無料相談、カウン

セリング、民間回復支援施設や医療機関の初診料を含む３回までの費

用等の支援を実施している。

・競走場等におけるポスター、リーフレット、ホームページ、SNS等

により支援センターが運用しているサポートコールを周知

・競走場に相談窓口を設置し、問い合わせ窓口等を周知

・全国公営協議施行者連絡協議会のセルフチェックツールを周知

モーターボート競走関係

団体（東京都六市競艇事

業組合）

27

モーターボート競走関係団体では「ギャンブル等依存症対策実施規

程」を定め、対策を実施している。

・ギャンブル等依存症対策統括管理者を設置するとともに、各競走場

等に責任者・担当者を設置。

・全国モーターボート競走施行者協議会を中心に、競走場等において

統一的な対応ができるよう研修を実施。

モーターボート競走関係団体では「ギャンブル等依存症対策実施規

程」を定め、対策を実施している。

・ギャンブル等依存症対策統括管理者を設置するとともに、各競走場

等に責任者・担当者を設置。

・全国モーターボート競走施行者協議会を中心に、競走場等において

統一的な対応ができるよう研修を実施。

モーターボート競走関係

団体（東京都六市競艇事

業組合）

関係事業者の取組 広告宣伝の指針等
広告・宣伝が過度に射幸心をあおるものとならな

いように、自主的な指針等の策定の検討等
引き続き運用に努めていく。

関係事業者の取組 注意喚起・普及啓発
より多くの人がギャンブル等依存症の予防等に関

する情報を得られるよう普及啓発を進める

引き続き、ポスター掲示や、ホームページや場内モニター

での映像放映を活用し啓発や注意喚起に努めていく。

関係事業者の取組

年齢制限対象者の投票券購

入防止、申告による入場制

限・上限額設定、ATM等の

撤去等

年齢制限や本人および家族申告による入場制限等

の取り組みの周知徹底、ATM等の撤去等

引き続き、アクセス制限の周知徹底を図るとともに、各場

における入場制限者の把握、入場制限の実施に努めてい

く。

関係事業者の取組 相談窓口等の情報提供
相談窓口の周知や相談者への対応、行政機関や民

間団体との連携
引き続き支援センター等の相談窓口の周知を図る。

関係事業者の取組 体制整備 依存症対策の体制整備 引き続き対策を実施していく。

6



No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

28
２５７名が受講し、アドバイザーの延べ人数は５１８店舗で４１９７

名となった。

１４０名が受講し、アドバイザーの延べ人数は５０７店舗で４３３７

名となった。
東京都遊技業協同組合

29 ５１８店舗中４７３店舗（９０．３％）が導入 ５０７店舗中４７２店舗（９３．１１％）が導入 東京都遊技業協同組合

30 全５１８店舗で継続実施 全５０７店舗で継続実施 東京都遊技業協同組合

31 ３００万円を寄付 ３００万円を寄付 東京都遊技業協同組合

32 ５００万円を寄付 ５００万円を寄付 東京都遊技業協同組合

33 全５１８店舗で継続実施 全５０７店舗で継続実施 東京都遊技業協同組合

34 全５１８店舗で継続実施 全５０７店舗で継続実施 東京都遊技業協同組合

35 １人当たり１５万円×５名＝７５万円 １人当たり１５万円×２名＝３０万円 東京都遊技業協同組合

関係事業者の取組

安心パチンコ・パチスロア

ドバイザーの設置事業

【従業員等の育成】

本制度は、パチンコ業は対面商売であるという特

性を活かした業界独自の依存対策で、２０１７年

から講習会を実施。日常接しているお客様に対し

て、従業員が依存問題の正しい基礎知識を習得し

たうえで、適度な遊び方や、依存かもしれない不

安を感じている方に対して各専門機関などの紹介

を行い、お客様、ご家族が安心出来るホール環境

作りに努めるもの。

引き続き、２～３か月１回、講習会を開催予定

関係事業者の取組

自己申告・家族申告プログ

ラムの導入促進事業

【お客様の予防施策】

お客様が自らの意思で、遊技金額の上限や遊技回

数、入店制限等を申告する事ができ、又、本人同

意がない家族からの申告についても、ホールで入

店制限をかける事ができる制度で、２０２０年に

開始。

現在、島しょ部、中小零細店舗が未導入のため、引き続

き、導入促進を図っていく。

関係事業者の取組

客としての１８歳未満立入

防止事業

【法令順守のための施策】

従前から法令に基づき「１８歳未満立入禁止」ス

テッカー等の表示義務があるほか、１８歳未満を

客として立入らせることは禁止行為となっている

ので、確実に法令を遵守するため、年齢確認シー

ト等の掲示や、従業員の巡回等を実施。

法令順守のため、組合員店舗全店で、継続していきます。

関係事業者の取組

認定ＮＰＯ法人ワンデー

ポート支援事業

【専門機関支援】

同施設の掲げる「個別の背景に着目し、個別の課

題に即した支援を提供する」という理念に共感

し、２００９年から（スタート時は１００万円）

寄付活動を実施。

継続して支援していく予定。

関係事業者の取組

認定ＮＰＯ法人リカバリー

サポート・ネットワーク

（ＲＳＮ）支援事業

【専門機関支援】

同法人の設立時から様々に支援していたが、依存

症対策基本法施行を控え、相談件数の急増及び相

談時間の延長などで、資金繰りに苦慮していたた

め、２０１７年から寄付活動を実施。

継続して支援していく予定。

関係事業者の取組

認定ＮＰＯ法人リカバリー

サポート・ネットワーク周

知事業

【広報・啓発】

同法人の相談窓口の存在を普及する為に、ポス

ター、ステッカーをトイレ等店内に掲示したり、

ホールが折込チラシや駅貼り広告を実施する際、

「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。

のめり込みに注意しましょう」の共通標語と併記

し、普及啓発に努めている。

組合員店舗全店で、継続していく予定。

関係事業者の取組

安心パチンコ・パチスロ

リーフレット設置事業

【広報・啓発】

各店舗に「安心パチンコ・パチスロリーフレッ

ト」を設置し、自己診断チェック表や電話相談窓

口、自己申告・家族申告プログラム、精神保健福

祉センター等の支援機関を紹介している。

組合員店舗全店で、継続していく予定。

関係事業者の取組

認定ＮＰＯ法人ワンデー

ポートへの入所費用支援事

業

【当事者支援】

同施設への入所希望者に対し、面接を行い、初動

１カ月分の入所費用を全額助成している。

ここ数年、入所者が減少しているが、継続して支援してい

く予定。
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No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

36
ワンデーポート関係者１０名を含み、当組合有志のボランティア全８

６名が参加。

ワンデーポート関係者３名を含み、当組合有志のボランティア全８１

名が参加。
東京都遊技業協同組合

37

・都立（総合）精神保健福祉センターにおいて、民間団体が実施する

講演会等へ職員を派遣するほか、医療機関、保健所、区市町村等の依

存症者を支援する関係機関による連携会議を開催する等、連携の強化

を図った。（再掲）

（連携会議開催状況）

　・中部総合精神保健福祉センター

　　令和７年２月４日開催

　・多摩総合精神保健福祉センター

　　令和６年11月22日開催

　・都立精神保健福祉センター

　　令和６年９月２日開催

・都立（総合）精神保健福祉センターにおいて、民間団体が実施する

講演会等へ職員を派遣するほか、医療機関、保健所、区市町村等の依

存症者を支援する関係機関による連携会議を開催する等、連携の強化

を図った。（再掲）

（連携会議開催状況）

　・中部総合精神保健福祉センター　令和７年９月１日開催

　・多摩総合精神保健福祉センター　令和７年12月19日開催

　・都立精神保健福祉センター　　　令和７年10月31日開催

（特別相談会）

・ギャンブル等依存症問題啓発週間において、民間団体と連携し、特

別相談会を行った。

福祉局

障害者施策推進部

38

○　ぱちんこ業界に対する行政講話（5回実施）

○　都内風俗営業管理者（ぱちんこ店）に対する管理者講習

　　開催数　　　   ５回

　　受講数　１５６店舗

○　都内ぱちんこ営業者等に対する暴力団排除会議

　　開催数　　   　26回

　　対象数    　371店舗

○　麻雀業界に対する行政講話（１回実施）

○　風営適正化法に基づく、ぱちんこ店等に対する立入り

○　ぱちんこ業界に対する行政講話（４回実施）

○　都内風俗営業管理者（ぱちんこ店）に対する管理者講習

　　開催数　　　   ５回

　　受講数　２０２店舗

○　都内ぱちんこ営業者等に対する暴力団排除会議

　　開催数　　   　19回

　　対象数    　263店舗

○　麻雀業界に対する行政講話（１回実施）

○　風営適正化法に基づく、ぱちんこ店等に対する立入り

警視庁

39 〇カウンセリングコーナー 年50回実施 〇カウンセリングコーナー 年50回実施 生活文化局

引き続き、関係事業者に対するギャンブル等依存症対策強

化に向けた取組を推進していくとともに、風営適正化法に

基づく立入りを実施し、ぱちんこ店等の健全営業による依

存症対策を推進していく。

多重債務問題等への取組

消費者向けの総合的な情報

提供

（消費生活相談カウンセ

ラー制度）

・精神保健福祉士による消費生活相談カウンセ

ラー制度を設け、カウンセラーによる専門的な助

言が必要な場合、東京都及び都内区市町村の相談

担当職員や相談者を対象に、面談または電話によ

るカウンセリングを行う。

・年2回実施する特別相談「多重債務110番」に際

しては、全日とも消費生活相談カウンセラーを配

置し、必要に応じて専門的な助言を行う。

・精神保健福祉士による消費生活相談カウンセラー制度に

より、助言を要する対象者とのカウンセリングを継続して

行っていくともに、特別相談「多重債務110番」に際して

は、引き続き消費生活相談カウンセラーを配置し専門的な

助言を行うことができる体制をとっていく。

関係事業者の取組

認定ＮＰＯ法人ワンデー

ポートの入所者及び卒業者

の社会参加を支援する事業

【当事者支援】

毎年、社会福祉法人 日本心身障害児協会 島田療

育センターの「わいわい祭り」に、当組合有志を

中心とした「島田療育センターを守る会」がボラ

ンティア参加しているが、そういった場にワン

デーポートの入所者及び卒業者をお呼びし、とも

にボランティア参加することで、社会参加の機会

とするほか、支援される側から支援する側に回る

ことで、やりがい、達成感等を感じてもらい、自

己肯定感の醸成に寄与することを目指している。

※「わいわい祭り」とは、２４時間体制で日々、

過酷な労働環境にある看護師を、少しでも慰労す

ることを目的として、１９８０年頃に「守る会」

の提案で始まったお祭りで、その後規模も大きく

なり、近年の実態としては、入所者やデイサービ

ス利用者、また地域住民の方々に楽しんでもらう

ことで、理解を深め、親睦を図る役割を担ってい

る。

継続して支援していく予定。

関係事業者の取組
依存症対策の推進

（関係機関との連携等）

・民間団体が実施する講演会等へ講師を派遣する

等、連携強化に向けた取組等を実施する。

・引き続き民間団体の活動を支援し、連携の強化を図って

いく。

関係事業者の取組
依存症対策の体制整備の取

組

関係事業者に対する、ぱちんこへののめり込み・

依存症対策（射幸心をそそるような広告宣伝の禁

止等）の強化に向けた取組等を実施する。
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No. 項目 事業名 概要 今後の方向性 所管令和６年度取組実績
令和７年度取組実績

※令和7年12月末時点

40

○多重債務者への生活相談及び必要な資金の貸付

　令和６年度の生活相談件数及び必要な資金の貸付件数は次の通り

　新規相談件数　1,274人（前年度比＋9.7％）

　貸付決定件数　  　7件（前年度比－53.3％）

○都民対応窓口職員等への研修の実施

　生活再生相談窓口相談員を講師に加えた「多重債務問題に関する研

修」（新任職員向け・経験者向け　各２回）の実施を通じて、区市の

相談窓口職員等の多重債務問題への理解を深め、対応ノウハウの周知

ができた。

（受講者数）

　新任向け（第１回）137人　経験者向け（第１回）69人

　新任向け（第２回）  66人　経験者向け（第２回）58人

○広報活動の実施

　ヤミ金融被害防止キャンペーンや多重債務110番等を通じた東京都

生活再生相談窓口の広報に加え、自殺対策関連のネットワークを活用

して相談窓口情報を提供し、他機関と連携した広報活動を行った。

○多重債務者への生活相談及び必要な資金の貸付

 令和7年度（※10月末時点）の生活相談件数及び必要な資金の貸付件

数は次の通り

　新規相談件数　785人

　貸付決定件数　  　4件

○都民対応窓口職員等への研修の実施

　生活再生相談窓口相談員を講師に加えた「多重債務問題に関する研

修」について、新任職員向けを2回、経験者向けを1回実施した。経験

者向け第2回については、令和８年１月に実施予定である。本研修を通

じ、区市の相談窓口職員等の多重債務問題への理解を深め、対応ノウ

ハウの周知ができた。

（受講者数）

　新任向け（第１回）137人　経験者向け（第１回）79人

　新任向け（第２回）  65人　経験者向け（第２回) 未実施

○広報活動の実施

　ヤミ金融被害防止キャンペーンや多重債務110番等を通じた東京都

生活再生相談窓口の広報に加え、自殺対策関連のネットワークを活用

して相談窓口情報を提供し、他機関と連携した広報活動を行った。

福祉局

生活福祉部

○　都内賭博検挙状況（R6.1.1～12.31）

　・　検挙件数　　９件

　　　（内訳）単純賭博　　　６件

　　　　　　　常習賭博　　　１件

　　　　　　　賭博開張等　　２件

　・　検挙人員　６８人

　　　（内訳）単純賭博　　４２人

　　　　　　　常習賭博　　　８人

　　　　　　　賭博開張等　１８人

○　都内賭博検挙状況（R7.1.1～12.31）

　・　検挙件数　　３９件

　　　（内訳）単純賭博　 　２８件

　　　　　　　常習賭博　　　  7件

　　　　　　　賭博開張等　  　4件

　・　検挙人員　１１３人

　　　（内訳）単純賭博　　  ６２人

　　　　　　　常習賭博　　  ３０人

　　　　　　　賭博開張等　  ２１人

○　X（旧Twitter）での啓発　５回

　・　配信アカウント

　　　警視庁生活安全部アカウント

　・　配信内容

　　　オンラインカジノ等に関する広報啓発

○　X（旧Twitter）での啓発　５回

　・　配信アカウント

　　　警視庁生活安全部アカウント

　・　配信内容

　　　オンラインカジノ等に関する広報啓発

〇　講話

　・　新入社員及び大学生等に向けたオンラインカジノの違法性に関

する広報啓発

○　啓発ポスター掲示

　・　ポスター内容

　　　オンラインカジノに関する広報啓発用ポスター

　　　警察庁・消費者庁作成

　・　掲示状況

　　　97警察署に配布（約12,000枚）

　　　警察施設及び管内教育施設やぱちんこ店に掲示

41 多重債務問題等への取組
違法に行われるギャンブル

等の取締り

ギャンブル等依存症が犯罪等の問題に密接に関連

することを踏まえ、違法に行われるギャンブル等

の取締りを推進する。

また、オンラインカジノを利用した賭博行為等の

違法性を周知する取組も推進する。

引き続き、オンラインカジノに関する広報啓発活動、違法

賭博店の取締りや注意喚起を行い、違法なギャンブル等の

排除と、風俗環境の浄化を推進していく。

警視庁

多重債務問題等への取組

東京都生活再生相談窓口

（多重債務者生活再生事

業）

生活再生への意欲があるにもかかわらず、多重・

過剰債務で生活困難な状況にある人たちに対し

て、相談体制を整備するとともに、必要に応じて

資金を貸し付ける。

　引き続き多重債務者への生活相談対応を行い、家計状況

を診断の上で必要に応じ資金の貸し付けを行う。令和５年

２月以降、相談窓口への弁護士の派遣回数を週２日から週

５日に拡充しているが、体制を強化して実施している相談

支援を今後も継続していく。
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